
 

船舶事故調査報告書 

令和４年４月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和３年４月２２日 ２０時１０分ごろ 

発生場所 京浜港横浜第３区Ｙ１錨地 

横浜大黒防波堤東灯台から真方位１５８°７９０ｍ付近 

（概位 北緯３５°２７.０′ 東経１３９°４２.６′） 

事故の概要 貨物船YU
ユ

 JIN
ジ ン

は、錨泊中、また、貨物船翔
しょう

隆
りゅう

丸は、右回頭中、翔

隆丸が YU JIN に衝突した。 

事故調査の経過 令和３年５月６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施手続済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 YU JIN（大韓民国籍）、１,１３３トン  

   ９２０７１５６（ＩＭＯ番号）、YU JIN SHIPPING CO.,LTD.

（Ａ社） 

Ｂ 貨物船 翔隆丸、４９８トン 

１４０５９８、あすか汽船有限会社 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ（大韓民国籍）、一級航海士免状（大韓民国発給） 

Ｂ 船長Ｂ、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に凹損及び擦過傷 

Ｂ 右舷中央部外板に凹損、ハンドレールに曲損、ビットに折損、バ

ラストタンクの空気抜き管に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約１３m/s（乗組員の観測

値）、視界 良好 

海象：波高 約１.５ｍ、潮汐 上げ潮の初期 

横浜市には、４月２２日１４時０１分に強風注意報が発表され、本

事故当時も継続中であった。 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａほか９人（大韓民国籍２人、インドネシア共和国籍

２人、ミャンマー連邦共和国籍５人）が乗り組み、積地に移動するま

で待機する目的で、Ｙ１錨地に船首を北東方に向けて錨泊していた。 

船長Ａは、風が強くなったので、レーダーを監視していたところ、

Ａ船の北西方約２４０ｍに錨泊していたＢ船がＡ船から北北東方約３

７０ｍの場所に移動したのを認めた。 

船長Ａは、Ｂ船が、その後、Ａ船の右舷方に船首を向けた状態で

徐々に接近していることに気付き、汽笛を吹鳴してＢ船に注意喚起を

行うとともに乗組員を船橋、機関室及び船首に配置して主機をスタン

バイ状態としたものの、Ａ船の左舷船首部とＢ船の右舷中央部とが衝

突した。船長Ａは、すぐに代理店に連絡して海上保安庁と横浜 ポー



 

トラジオに本事故の発生を通報し、Ａ社に連絡した。 

Ｂ船は、船長Ｂほか乗組員４人が乗り組み、積地に移動するまで待

機する目的で、Ｙ１錨地に右舷錨を投下して錨鎖を３節（約８２.５

ｍ）で錨泊していた。 

船長Ｂは、東京湾海上交通センターからＢ船が走錨し始めている旨

の連絡を受け、Ｙ１錨地の南方に転錨することとし、揚錨して主機を

極微速力前進にかけて東北東進した後、右回頭したところ、右舷正横

至近にいる錨泊中のＡ船に接近していることに気付いたものの、Ｂ船

が、左舷船首方から北東の強風を受けて南西方に圧流され、船首が南

東方に向いた状態でＡ船と衝突した。 

船長Ｂは、東北東進中、左舷船首方から正船首方の川崎市方面の街

明かりが眩しかったことに加え、Ｂ船の作業灯を点灯したまま航行し

ていたので、同作業灯が見張りの妨げになってＡ船に接近しているこ

とに気付くのが遅れたと本事故後に思った。 

分析  

 

Ａ船は、風速約１３m/s の北東の風が吹く状況下、錨泊中、船長Ａ

が、レーダーでＢ船がＡ船の右舷方に船首を向けて接近していること

に気付き、Ｂ船に対し汽笛を吹鳴するとともに主機をスタンバイ状態

としたものの、Ｂ船が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、風速約１３m/s の北東の風を左舷船首方から受ける状況

下、転錨することとし、主機を極微速力前進として東北東進中、船長

Ｂが、作業灯を点灯したまま右転を開始したことから、Ｂ船の右舷正

横至近に錨泊中のＡ船に接近していることに気付くのが遅れ、右回頭

中に南西方に圧流され、Ａ船に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、風速約１３m/s の北東の風が吹く状況下、Ａ船が

錨泊中、Ｂ船が転錨することとし、主機を極微速力前進として東北東

進中、船長Ｂが、作業灯を点灯したまま右転を開始したため、Ｂ船の

右舷正横至近にいるＡ船に接近していることに気付くのが遅れ、右回

頭中に南西方に圧流され、Ｂ船がＡ船に衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、強風注意報が発表され、強風が吹く状況下、錨泊場所を

移動する場合、見張りの妨げになる作業灯は消灯し、強風により

圧流されて他船に接近しないように主機を状況に応じて適切に使

用し、付近の錨泊船に十分注意して同船から距離を離して航行す

ること。 

 


